
 

 

平
成
二
十
九
年
第
二
回
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会 

七
月
臨
時
会
会
議
録 

 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
開
議 

 

 

○
出
席
議
員 

 
 

 

一 
 

番 
 

信 
貴 

 

良 

太 

 
 

 

二 
 

番 
 

的 

場 
 

慎 

一 

 
 

 

三 
 

番 
 

木 

畑 
 

 
 

匡 

 
 

 

五 
 

番 
 

友 

永 
 

 
 

修 

 
 

 

六 
 

番 
 

大 

野 
 

妙 

子 

 
 

 

七 
 

番 
 

奥 

谷 
 

正 

実 

 
 

 

八 
 

番 
 

高 

橋 
 

 
 

登 

 
 

 

九 
 

番 
 

中 

浜 
 

 
 

実 

 
 

 

十 
 

番 
 

谷 

口 
 

美
保
子 

 
 

 

十 

一
番 

 

西 

尾 
 

博 

道 

 
 

 

十 

二
番 

 

野 

村 
 

生 

代 

 
 

 

十 

三
番 

 

辰 

見 
 

 
 

登 

 
 

 

十 

四
番 

 

田 

中 
 

久 

夫 

 
 

 

十 

五
番 

 

高 

山 
 

裕 

次 

 
 

 

十 

六
番 

 

野
々
下 

 

重 

夫 

 
 

 

十 

七
番 

 

浦 

尾 
 

雅 

文 

 
 

 

十 

八
番 

 

羽 

広 
 

政 

勝 

 
 

 

十 

九
番 

 

大 

束 
 

真 

司 

 
 

 

二 

十
番 

 

名 

手 
 

宏 

樹 

 
 

 

二
十
一
番 

 

弘 
 

 
 

 
 

豊 

 
 

 

二
十
二
番 

 

出 

川 
 

康 

二 

 
 

 

二
十
三
番 
 

笹 

谷 
 

勇 

介 

 
 

 

二
十
四
番 

 

松 

尾 
 

 
 

武 

 
 

 

二
十
五
番 

 

島 
 

 
 

弘 

一 

 
 

 

二
十
六
番 

 

友 

井 
 

健 

二 

 
 

 

二
十
七
番 

 

北 
 

 
 

好 

雄 

 
 

 

二
十
八
番 

 

有 

岡 
 

久 

一 

 
 

 

二
十
九
番 

 

福 

岡 
 

邦 

彬 

 
 

 

三 

十
番 

 

道 

工 
 

晴 

久 

 
 

 

三
十
一
番 

 

寺 

町 
 

幸 

雄 

 
 

 

三
十
二
番 

 

力 

武 
 

 
 

清 

 
 

 

三
十
三
番 

 

関 

口 
 

ほ
づ
み 

 

○
欠
席
議
員 

 
 

 

四 
 

番 
 

吉 

川 
 

敏 

文 

 

○
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 

企

業

長 
 

竹
山 

修
身 

 
 

 

副

企

業

長 
 

清
水 

 

豊 

 
 

 

技

術

長

兼

事

業

管

理

部

長 
 

松
本 

要
一 

 
 

 

理
事
兼
経
営
管
理
部
長
兼
総
務
課
長 

 

吉
田 

景
司 

 
 

 

経
営
管
理
部
副
理
事
兼
企
画
課
長 

 

上
田 

伊
宏 

 
 

 

経

営

管

理

部

財

務

課

長 
 

横
山 

 

亨 

 
 

 

経
営
管
理
部
広
域
連
携
課
長 

 

香
山 

慎
治 

 
 

 
事
業
管
理
部
副
理
事
兼
計
画
課
長 

 

諸
角 

 

誠 

 
 

 

事
業
管
理
部
事
業
推
進
課
長 

 

東
野 

宗
丈 

 
 

 

事
業
管
理
部
契
約
検
査
課
長 

 

谷
野 

 

聡 

 
 

 

事

業

管

理

部

管

財

課

長 
 

堀
木 

英
輝 

  
 

 

代

表

監

査

委

員 
 

荻
野 

朝
弘 

 
 

 

経
営
管
理
部
総
務
課
参
事
兼
監
査
委
員
事
務
局
長 

 

笠
井 

浩
二 

 

○
職
務
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

笠
井 

浩
二 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

昼
馬 
靖
史 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

廣
永 
龍
治 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

岸
田 

友
海 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

山
蔭 

啓
介 

 

○
議
事
日
程 

 

第
一 

議
席
の
指
定 

 

第
二 

議
長
の
選
挙 

 

第
三 

副
議
長
の
選
挙 

 

第
四 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 

第
五 

会
期
決
定
の
件 

 
 

 
 

 

（
竹
山
企
業
長
あ
い
さ
つ
） 

 

第
六 

諸
般
の
報
告 

 
 

 
 

 

（
例
月
現
金
出
納
検
査
結
果
の
報
告
） 

 

第
七 

第
一
号
議
案 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
個
人
情
報
保
護

条
例
一
部
改
正
の
件 

 
 

 
 

第
二
号
議
案 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
職
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
条
例
一
部
改
正
の
件 

 
 

 
 

第
三
号
議
案 

平
成
二
十
九
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業

団
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
の
件 

第
一
号
報
告 

平
成
二
十
八
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業

団
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報

告
の
件 

第
二
号
報
告 

平
成
二
十
八
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業

団
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計

算
書
報
告
の
件 

 
 

 
 

 

（
清
水
副
企
業
長
説
明
） 

 

第
八 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
派
遣
の
件 

 

○
会
議
に
付
し
た
事
件 

 
 

議
事
日
程
の
と
お
り 



 

 

午
後
〇
時
五
十
八
分 

開
会 

 

○
笠
井
議
会
事
務
局
長 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
選
出

後
、
最
初
の
議
会
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
長
が
選
挙
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
議

長
が
職
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
福
岡
邦
彬
議
員

に
臨
時
議
長
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
御
紹
介
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

御
登
壇
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

（
福
岡
邦
彬
議
員
登
壇
） 

○
福
岡
議
員 

た
だ
い
ま
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
豊
能
町
選
出

の
福
岡
邦
彬
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

地
方
自
治
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
に
議
長
の
職

務
を
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
と
よ
り
議
長
選
挙
ま

で
の
限
ら
れ
た
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
議
員
各
位
の
格
段
の

御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
、
御
挨
拶
に
か
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

○
福
岡
臨
時
議
長 

た
だ
い
ま
よ
り
平
成
二
十
九
年
七
月
臨
時
会

を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

○
福
岡
臨
時
議
長 

本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

○
福
岡
臨
時
議
長 

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
員
の
議
席
は
、
議
事
の
進
行
上
、

本
職
か
ら
指
定
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
福
岡
臨
時
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い

た
し
ま
す
。 

 
 

議
席
は
、
お
手
元
に
配
付
の
議
席
一
覧
表
の
と
お
り
指
定
い

た
し
ま
す
。 

 

○
福
岡
臨
時
議
長 

日
程
第
二
、
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
推
選
に
よ

る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
本
職
に
お
い
て
指
名
い
た
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
福
岡
臨
時
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙

の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
本
職
に
お
い
て
指
名

す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

本
職
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

議
長
に
弘
豊
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
弘
豊

議
員
を
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
福
岡
臨
時
議
長 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
弘
豊
議

員
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

た
だ
い
ま
よ
り
弘
豊
議
員
の
議
長
就
任
の
御
挨
拶
が
あ
り
ま

す
。 

 
 

弘
豊
議
員
。 

 
 

 
 

（
弘
豊
議
員
登
壇
） 

○
弘
議
員 

議
長
就
任
に
当
た
り
、
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

こ
の
た
び
、
議
員
各
位
の
御
推
挙
に
賜
り
、
大
阪
広
域
水
道

企
業
団
議
会
議
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
弘
豊
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 

も
と
よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
企
業
団
議
会
の
円
滑

な
運
営
を
行
い
、
府
域
の
水
道
事
業
の
発
展
に
努
め
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。 

 
 

議
員
の
皆
様
方
並
び
に
竹
山
企
業
長
を
初
め
と
す
る
理
事
者

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
格
段
の
御
協
力
、
御
鞭
撻
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
福
岡
臨
時
議
長 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
臨
時
議
長
と
し

て
の
職
務
は
終
わ
り
ま
し
た
。
長
々
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
三
、
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
推
選
に
よ

る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
本
職
に
お
い
て
指
名
い
た
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
弘
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法

は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
本
職
に
お
い
て
指
名
す
る
こ

と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

副
議
長
に
大
束
真
司
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
大
束

真
司
議
員
を
副
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
弘
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
大
束
真
司
議

員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

た
だ
い
ま
よ
り
大
束
真
司
議
員
の
副
議
長
就
任
の
御
挨
拶
が

あ
り
ま
す
。 

 
 

大
束
真
司
議
員
。 

 
 

 
 

（
大
束
真
司
議
員
登
壇
） 

○
大
束
議
員 

副
議
長
就
任
に
際
し
ま
し
て
御
挨
拶
を
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 

こ
の
た
び
、
議
員
の
皆
様
方
の
御
推
挙
に
よ
り
ま
し
て
、
大

阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
副
議
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
大
束
真
司
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

弘
議
長
の
も
と
、
議
員
各
位
の
御
支
援
を
賜
り
、
竹
山
企
業



 

 

長
を
初
め
と
す
る
理
事
者
の
皆
様
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
微

力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
企
業
団
議
会
の
円
滑
な
運
営
に
最
善

の
努
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
指
導
、
御
鞭
撻
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
、
就
任
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
弘
議
長 

副
議
長
就
任
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
、
高
橋
登
議
員
及
び
谷
口
美
保
子
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
五
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
と

い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
弘
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
一
日

と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

○
弘
議
長 

た
だ
い
ま
よ
り
企
業
長
の
御
挨
拶
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

竹
山
修
身
企
業
長
。 

 
 

 
 

（
竹
山
修
身
企
業
長
登
壇
） 

○
竹
山
企
業
長 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
企
業
長
の
竹
山
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

本
日
は
、
平
成
二
十
九
年
第
二
回
企
業
団
議
会
七
月
臨
時
会

を
招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
様
方
に
は
御
多
用

中
に
も
か
か
わ
り
ま
せ
ず
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

本
日
の
臨
時
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
議
案
は
、
条
例
案
が

二
件
、
補
正
予
算
案
一
件
、
予
算
の
繰
り
越
し
に
関
す
る
報
告

二
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
本
年
四
月
か
ら
四
條
畷
市
、
太
子
町
、
千
早
赤
阪
村

に
お
き
ま
し
て
、
当
企
業
団
と
し
て
の
水
道
事
業
が
ス
タ
ー
ト

い
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
七
団
体
と
水
道
事
業
の
統
合
に

向
け
た
検
討
、
協
議
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
お
き
ま
し
て
は
、
地
域
の
信
頼
を
得
て
、

し
っ
か
り
と
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、
一
層

努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
全
国
各
地
で
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
風
水
害
が
発
生
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
水
道
と
い
う
重

要
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
担
う
事
業
者
と
し
て
、
災
害
に
強
い
水

道
施
設
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
危
機
管
理
能
力
の
向
上
に
も
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

議
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
企
業
団
及
び
府
域
の

水
道
事
業
の
推
進
に
つ
き
ま
し
て
、
よ
り
一
層
の
御
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
弘
議
長 

企
業
長
の
御
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
六
、
諸
般
の
報
告
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

監
査
委
員
の
例
月
現
金
出
納
検
査
結
果
の
報
告
は
、
お
手
元

に
配
付
い
た
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
七
、
議
案
第
一
号
か
ら
第
三
号
並
び
に
報
告

第
一
号
及
び
第
二
号
「
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
個
人
情
報
保
護

条
例
一
部
改
正
の
件
」
ほ
か
四
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

議
案
は
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
了

承
願
い
ま
す
。 

 
 

議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
副
企
業
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

清
水
豊
副
企
業
長
。 

 
 

 
 

（
清
水
豊
副
企
業
長
登
壇
） 

○
清
水
副
企
業
長 

本
議
会
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
第
一
号
議
案

か
ら
第
三
号
議
案
並
び
に
第
一
号
報
告
及
び
第
二
号
報
告
に
つ

き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

提
出
議
案
の
表
紙
を
お
め
く
り
い
た
だ
き
、
一
ペ
ー
ジ
を
ご

ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
一
号
議
案
は
、
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
個
人
情
報
保
護
条

例
一
部
改
正
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る
番
号
法
が
改
正
さ
れ
、

地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
独
自
利
用
事
務
、

以
降
、
条
例
事
務
と
申
し
上
げ
ま
す
、
に
お
き
ま
し
て
も
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
係
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
利
用
し
た
情
報
連
携
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

新
旧
対
照
表
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

右
側
が
改
正
前
、
左
側
が
改
正
後
の
条
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
二
条
第
三
号
は
、
情
報
提
供
等
の
記
録
の
範
囲
に
つ
き
ま
し

て
、
条
例
事
務
に
係
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
求
め
、
ま
た

は
提
供
が
あ
っ
た
と
き
を
追
加
す
る
た
め
、
番
号
法
第
二
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
こ
と
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

第
三
十
一
条
の
二
は
、
情
報
提
供
等
の
記
録
の
訂
正
を
実
施

し
た
場
合
に
お
け
る
提
供
先
へ
の
通
知
の
対
象
に
つ
き
ま
し
て
、

番
号
法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照

会
者
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
を
追
加
す
る
た
め
の
改

正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
は
、
番
号
法
の
改
正
に
伴
う
条

ず
れ
を
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

三
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
二
号
議
案
は
、
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
職
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例
一
部
改
正
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

こ
れ
ま
で
運
用
に
よ
り
認
め
て
お
り
ま
し
た
再
度
の
育
児
休

業
の
取
得
等
が
で
き
る
特
別
の
事
情
に
つ
き
ま
し
て
、
人
事
院

規
則
の
改
正
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
条
例
に
明
記
す
る
も
の
で
ご



 

 

ざ
い
ま
す
。 

 
 

新
旧
対
照
表
の
改
正
後
の
欄
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
四
条
第
六
号
に
お
き
ま
し
て
、
職
員
が
再
度
の
育
児
休
業

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
、
第
五
条
に
お
き
ま
し
て

は
、
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
が
で
き
る
特
別
の
事
情
、

ま
た
四
ペ
ー
ジ
の
第
九
条
第
七
号
に
お
き
ま
し
て
、
育
児
短
時

間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な

い
場
合
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事

情
と
い
た
し
ま
し
て
、
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
の
申

し
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ

と
を
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
第
一
号
議
案
及
び
第
二
号
議
案
は
、
い
ず
れ
も
公
布

日
の
施
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

次
に
、
五
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
三
号
議
案
は
、
平
成
二
十
九
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
の
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

六
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
一
章
、
水
道
用
水
供
給
事
業
、
第
二
条
の
債
務
負
担
行
為

を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

旧
取
水
施
設
撤
去
工
事
に
お
き
ま
す
債
務
負
担
行
為
の
限
度

額
を
一
億
七
千
二
百
六
十
九
万
二
千
円
か
ら
一
億
八
千
五
百
六

十
九
万
二
千
円
に
一
千
三
百
万
円
増
額
補
正
す
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
八
ペ
ー
ジ
の
債
務
負
担
行

為
に
関
す
る
調
書
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

次
に
、
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 
 

第
一
号
報
告
、
平
成
二
十
八
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
水

道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報
告
の
件
に
つ
き
ま
し
て
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

十
ペ
ー
ジ
の
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
を
ご
ら
ん
く

だ
さ
い
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
度
の
水
道
事
業
会
計
に
お
け
る
建
設
改
良
費

の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
年
度
繰
越
額
の
欄
に
記
載
の
と
お
り
、

九
億
二
百
九
十
七
万
三
千
四
百
二
十
二
円
を
平
成
二
十
九
年
度

に
繰
り
越
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

十
一
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

次
に
、
第
二
号
報
告
、
平
成
二
十
八
年
度
大
阪
広
域
水
道
企

業
団
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報
告
の
件
に
つ

き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

十
二
ペ
ー
ジ
の
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
を

ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
度
の
工
業
用
水
道
事
業
会
計
に
お
け
る
建
設

改
良
費
に
つ
き
ま
し
て
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
年
度
繰
越
額
の
欄
に
記
載
の
と
お
り
、

一
億
八
千
百
四
十
二
万
四
千
八
百
八
十
円
を
平
成
二
十
九
年
度

に
繰
り
越
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

い
ず
れ
も
工
事
関
係
機
関
と
の
調
整
等
に
日
時
を
要
し
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
や
む
な
く
繰
り
越
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報

告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

以
上
で
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
審
議
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
弘
議
長 

以
上
で
副
企
業
長
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

日
程
第
七
の
諸
議
案
に
対
す
る
質
疑
は
、
通
告
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

こ
の
際
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 

な
お
、
再
開
の
時
刻
は
、
後
刻
御
連
絡
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

（
午
後
一
時
十
六
分 

休
憩
） 

  
 

 
 

（
午
後
一
時
二
十
五
分 

再
開
） 

○
弘
議
長 

休
憩
前
に
引
き
続
き
議
事
を
続
行
い
た
し
ま
す
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
七
の
諸
議
案
の
う
ち
、
議
決
不
要
の
報
告
二

件
を
除
く
議
案
第
一
号
か
ら
第
三
号
「
大
阪
広
域
水
道
企
業
団

個
人
情
報
保
護
条
例
一
部
改
正
の
件
」
ほ
か
二
件
に
対
す
る
討

論
は
、
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

○
弘
議
長 

こ
れ
よ
り
日
程
第
七
の
諸
議
案
の
う
ち
、
議
決
不
要

の
報
告
二
件
を
除
く
議
案
第
一
号
か
ら
第
三
号
「
大
阪
広
域
水

道
企
業
団
個
人
情
報
保
護
条
例
一
部
改
正
の
件
」
ほ
か
二
件
を

一
括
し
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
以
上
の
議
案
三
件
に
つ
き
ま
し
て
、

原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
弘
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
の
議
案

三
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 

○
弘
議
長 

日
程
第
八
、
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
派
遣

の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
会
議
規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
大
阪
広
域
水
道
企
業

団
の
浄
水
施
設
等
の
調
査
に
派
遣
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
弘
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
お
手

元
に
配
付
の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

○
弘
議
長 

以
上
を
も
っ
て
本
日
の
会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 

○
弘
議
長 

こ
れ
を
も
っ
て
平
成
二
十
九
年
七
月
臨
時
会
を
閉
会

い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

午
後
一
時
二
十
六
分 

閉
会 

  

臨
時
議
長 

 

福
岡 

邦
彬 



 

 

議 
 

長 
 

弘 
 

 

豊 

副 

議 

長 
 

大
束 

真
司 

議 
 

員 
 

高
橋 

 

登 

議 
 

員 
 

谷
口
美
保
子 

 


